
令和４年４月１日現在（敬称略）

分　野 団　　体　　名

1 学識経験者 教 授 寺 内　美紀子 国立大学法人信州大学工学部

2 学識経験者 准教授 中 村  稔 彦 公立大学法人長野県立大学

3 法務 弁護士 今 村  義 幸 長野県弁護士会長野在住会

4 法務 司法書士 宮野尾　昌 平 長野県司法書士会長野支部

5 建築 副支部長 勝 山  敏 雄 公益社団法人長野県建築士会ながの支部

6 建築 理事
(北信支部長)

中 村  浩 二 協同組合長野県解体工事業協会

7 不動産 支部理事 本 保  雅 規 長野県土地家屋調査士会長野支部

8 不動産 副支部長 小 池　一 夫 公益社団法人長野県宅地建物取引業協会長野支部

9 行政 次席登記官 山 崎　憲 一 長野地方法務局

10 市長 荻 原  健 司 市長

11 行政 安 塚　譲 治 長野市環境部長

12 行政 横 田　典 久 長野市建設部長

　「長野市空家等対策計画」に基づき、空家等に関する施策を

長野市空家等対策協議会委員名簿

協議会名

法令根拠

　長野市空家等対策協議会

　空家等対策の推進に関する特別措置法第７条
　及び長野市空家等対策協議会要綱

氏 　　   名

任　　務

委員数及び任期

　推進するにあたり、協議会を設立し、幅広い分野で専門的な

　視点から意見等の聴取を行う。

 委員15名以内　任期24ヶ月（Ｒ２.８.１ ～Ｒ４.７.31）　
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長野市空家等対策協議会要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第 127号。以下「法」と

いう。）第６条第１項に規定による空家等対策計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）の実施等に当たり必要な事項を協議するため、法第７条第１項の規定に基づ

き長野市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２ 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。 

 (1) 空家等対策計画の実施及び変更に関すること。 

 (2) 法第２条第２項に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

 (3) その他空家等に関する施策の推進に必要と認められること。 

 （組織） 

第３ 協議会は、15人以内で組織する。 

２ 委員は、市長及び次に掲げる者とする。 

 (1) 学識経験者並びに行政、法務、建築及び不動産の分野から選出された者 

 (2) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第５ 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、説明又

は意見を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第６ 委員及び会議に出席を求められた者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

 （庶務） 

第７ 協議会の庶務は、建設部建築指導課が行う。 

 （補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、協議会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月19日から施行する。 
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0 TEL 026-224-8901 
⾧野市 建設部 建築指導課 空き家対策室（第二庁舎７階） 

 FAX 026-224-5124 ⾧野市ホームページ ⾧野市空き家解体補助金 検索 

スマホで簡単読込 

QR コード 

 

最大 
万
円 

補助します‼ 

⾧野市老朽危険空き家解体事業補助金 

 ２ 令和４年度 
補 助 金 倍 に 拡大 

空き家の解体 をお考えの所有者のみなさまへ 
老朽危険 

対象となる費用は? 

解体工事業施工者と代理受領制度とは? 

補助金額は? 

申請できる人は? 

対象となる空き家は? 

●解体工事は、建設業法の土木、建築又は解体工事業
の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律の解体工事業者の登録を受けた解体工事業者と契
約することが要件となります。 
●代理受領制度は、解体工事費のうち補助金額分を市
から解体工事業者へ直接支払うため、申請者は解体工
事費全額を用意する必要がなく、補助金額を除いた金額
のみを用意すればよい制度です。この制度が利用できる
か、契約前に解体工事業者に確認してみましょう。 

暴力団関係者ではない個人で、次の全てに該当すること 
●空き家の所有権がある人 
●本市の税金を滞納していない人 
●所得金額が 1,200(収入金額 1,442)万円以下の人 
●解体工事に係る他の補助金等の交付を受けていないこと 
●解体後の敷地等を適切に管理できる人 
●空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと 
●土地の所有権がある人の同意が得られていること 
注）空き家が共有物である場合、相続人がいる場合、相続人が申

請する場合は、別に要件があります。 
注）提出書類や手続きの流れは、裏面を確認してください。 
 

●市内の１年以上使っていない空き家※１の
うち、戸建住宅、併用住宅※２又は⾧屋建
住宅※３のいずれかで、市の事前調査で老
朽危険空き家※１と判定されたもの 

※１空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等 
※２延べ面積の半分以上が住宅であるもの 
※３隣の住戸との壁が二重となっている空き住戸部分を含む 

●老朽危険空き家の解体工事※１にかかる費用※２ 

※１老朽危険空き家が建つ敷地内の全ての建物、塀、立木等の  
解体及び撤去並びにそれに伴い発生した材料の運搬及び処分   
をする工事 

※２家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。 
注）補助金の交付決定前に工事契約や工事着手したもの及び   

公共事業等の補償の対象となっているものは、補助の対象と     
なりません。 

予算が無くなり次第終了 

【所得金額 200 万円以下の方】 

●対象となる工事費用の 

６割(60%)以内 
の額※１を補助 

※１予算の範囲内で、120 万円 

又は国が定める標準的な費用から 
計算する額の少ない額が限度。 

【所得金額 200 万円を超える方】 

●対象となる工事費用の 

半分(50%)以内 
の額※２を補助 

※２予算の範囲内で 100 万円 
又は国が定める標準的な費用から 
計算する額の少ない額が限度。 
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【①の提出書類】 
・事前調査申請書 
・位置図 ・配置図 
・現況写真（敷地全景２面以上） 

【⑤の提出書類】 
・補助金交付申請書 
・位置図、確認申請図面 
・老朽危険空き家使用状況報告書 
・建物の登記全部事項証明書 
・解体工事の見積書の写し 
・所得証明書 
・市税の滞納がない証明書 
・誓約書 
・共有者又は相続人の同意書 
及び相続人の相続関係説明図 
・算出基礎票 
・《代理受領制度》代理受領事前届出書 

【⑨の提出書類】 
・実績報告書 
・工事請負契約書の写し 
・《通常》全額領収書の写し 
・《代理受領制度》一部※領収書の写し 
・工事写真（着手前、工事中、完了） 

  など 

【⑫の提出書類】 
・《通常》請求書 
・《代理受領制度》請求書及び解体工事
業者が補助金を代理受領する委任状 
 

補助事業の流れ 

老朽危険空き家に該当した場合 
該当しない場合は補助金申請ができません 

業者選定 

着手前、工事中、完了 
写真撮影 

①事前調査申請 

②受付、審査 

現地調査 
老朽危険度

判定 

判定通知 

④見積り 

⑤補助金申請 

⑥受付、審査 

交付決定 

決定通知 

⑦決定通知受理 
⑧契約・工事 

工事完了 

⑨実績報告 

③判定結果受理 

工事契約 

⑩完了確認 

交付確定 確定通知 

⑪確定通知受理 

⑫補助金請求 

市 申 請 者 解体工事業者 

《通常》申請者の 
指定口座へ支払い 
 
《代理受領制度》 
解体工事業者の 
指定口座へ支払い 
 

⑬支払い手続 

注１ ⑤補助金申請は、③判定結果の通知があった日の翌年度の 12 月 28 日までに申請してください。 
注２ ⑨実績報告は、工事完了日から 30 日以内又は交付決定した日の属する年度の１月 31 日のいずれか早い日までに提出してください。 

領収書発行 

補助金交付 

《通常》⑭補助金受領 

 
⑫の交付請求後 3～４週間後の支払い

 

代 理 受 領 制 度 
が 利 用 で き る か  
解体工事業者に
確認してみましょう 

見 積 り は 複 数 の 
解体工事業者から
取ることをお勧めし
ます。 

 

※一部とは契約書の工事費額から補助金
の額を差し引いた額です 

 

    

工事費支払い 

《通常》 
全額支払い 

《代理受領制度》 
一部※支払い 

《代理受領制度》 
⑭補助金受領 

 




